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8， 鋼船規 則検査 要領 C 編 に お ける改正 点の解 説 （タ ンカー等の歩 路関連 ）

1． は じめ に

　平 成 11年 7 月 19 日付 達 第 31 号 （外 国籍船 舶 ）及 び 達

第 23 号 （日本籍船舶）に よ り，鋼船規 則検 査 要領 C 編 タ

ン カー等 の 歩 路 に係 わ る 規 定 の
一

部が 改正 され た。以 下，

改正 され た 検査 要領 につ い て 解説 す る。

2．改正 の背景

　SOLAS 　H −1 章第 3−3 規則 に，ケ ミ カ ル タン カ
ー

及 び ガ ス

キ ャ リア を含む タ ン カ
ー

等 に対 し て ，居住区 か ら船首部ま

で 船 員 が 安全 に 到 達で き る設 備 を設 け る 旨 の 規定 （1998

年 7Al 目発 効 ） が 定め られ た 。 これ を 受 け、　 IACS は ，

LL 条約 で の 船 員 の 保 護 に 関 わ る 規 則 と関連 した IACS 統

一
解釈 （Un血 ed 　Interpretation；以下 IACS　UI）LL50を改

正 し て 具体的な設置位置 と設備要件 を 明確化 した （会誌

No．247，1999参 照）。こ の mCS 　UI　LL50 で は 当初，乾玄 の

大きい 船舶 （指定夏期乾玄が A 型船舶 とし て 計算された

最小 夏期乾玄と船楼 の 標準高さとの 和より大きい 船舶） に

限 定 し て，甲板下 通 路 （Under　deck　Passage）を船首部 へ

の 安全到 達設 備 と して 認 め て い た が ，1998 年 10 月 の 改 正

（工ACS　UI　LL50 （Rev．4．1）） に よ り，乾玄 の 小 さい 船舶 に

対 して も 甲板 下通 路 を船 首 部 へ の 安全 到 達設備 と して 認 め

る こ と に した。

　今回，こ の SOLAS 　H −1 章の 改 正 に 基 づ き鋼船規則の 見

直 し を行 うこ と と した。

3．改正 の 内容

鋼船規則検査要領

C23．7 歩路

C23．7．2 タ ン カー等

　 表 C23．7．2−1 「タ ン カー等 の 暴 露 甲板 に設 け る船 員 の 往

来 を保護す る 設備」 を改 め た。そ の 内 容は，指定夏期乾玄

が Af＋　Hs （Ar：A 型 船 舶 と して 計 算 され た最小 夏 期乾玄、

ffs； 船楼の 標準高 さの 和） よ り小 さい 船舶に 対 し て も 甲板

ド通路を追加 した。

9， 鋼船規則検査要領 C 編及び CS 編 に おける改正 点の解説

　　　　　　 （貨物エ リア 内 の 最小 開口 寸 法関連）

L 　は じめ に

　 1999 年 7 月 19 日付 達 第 31 号 （外 国 籍 船 用 ） 及 び 同 N

付達第 23 号（日本籍船用）に よ り ， 鋼 船 規則検 査 要領 C 編

及 び CS 編が一
部改正 され、5000DWT 未満の タ ン カ

ーの

貨物エ リア 内 に お け る 最小 開 口 寸 法 の 要 件 が 改 め られ た。

以 下，改 匿 され た規則に つ い て 解説す る。

2．改正 の 背景

　 タ ン カ
ー

の 貨物 エ リア 内に ある 通行用開 口 に つ い て は ，

自蔵 式 呼 吸 具 及 び 保 護衣 を装着 し た 人 間 が 支障な く どの 梯

子 も昇 降で き，か っ 区画 の 底部か ら 負傷者 を 容 易 に 引 き上

げるの に ト分 な よ うに鋼船規貝1」C 編 29 章 に最小開 口寸法

を規 定 して い る。また，5000DWT 未 満 の タ ン カ
ー

に あっ

て ， 開 口 を通 過 した り又 は負傷者 を移動させ る こ とが 十 分

口∫能で あ る場 合，強度上 等 の 問題 か ら最 小 開 口 寸法 を軽減

で き る よ う規 定 して い る が 、こ の 場 合 の 最小 開 口 寸 法が 定

め られ て い なか っ た。今 回、こ の 寸 法 を 規定す る改正 を行

っ た。

3．改正 の概要

（1） 規則 C 編 29．1．2−3．（4）及 び 規 則 CS 編 24．1．2−3．（4）に あ る

5000DWT 未 満 の タ ン カー
に 対 す る 最 小 開 口寸 法 の 軽 減

に つ い て ，そ の 具体 的 な 寸 法 を検査 要 領 S 編表 S3．4．4 の

規 定 を 準 用す る こ と と した。

（2）検 査 要領 S 編 表 S3．4．4 の 表 中 の 誤 っ て い た 箇 所 を修 正

　した。
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表 S3，4，4 小型 船 の 通略 の 開 口 寸法

対 象区域 開 口 の 最 小 寸 法 （単位 ： mm ）

貨物 タ ン ク H ；600 × 600，Vi600　x 　800

貨物 タ ン ク に 隣接す る空 所
★ H ；500 × 500，Vi500× 650

規 則 S 編 王5．12 の 規定 を 適用 さ れ る貨物 及 び 毒性 ガ ス 検 知

を要求 され て い る貨物を積むタン ク隣接 の WBT 鰍
H ；500× 500，Vi500× 650

一
体型 タ ン ク 船

貨 物 タ ン ク に 隣接 す る WBT （上 覧 に 掲 げる区域を除

く 。）
H ；450 × 45 ，鳩 450× 550

貨 物 タン クに 隣接 す る又 は 貨物 ポ ン プ 室 直下の FOT H ；450 × 450，V ；450× 550

貨 物 ポ ン プ 室 H ；600 × 600
，
V：600× 800

貨 物 タ ン ク H ；600 × 600，V；600x800

貨物 タ ン ク に 隣接す る 区画 （検 査 時 に 人間 が入 り点検す

る構 造 の 貨 物 タ ン ク σ）周 囲に 限 る。）

H ；500 × 500，V500 × 650
間 隔 船底 ；600 ， 船 側 ；450

独立 型 タ ン ク 船
貨 物 タ ン ク に 隣 接 す る 区 画 （検 査 時 に タ ン ク持 ち 上 げ 等

に よ り必 要 な 検 査 を行 な う構 造 の 貨 物 タ ン ク の 周 囲 に 限

る。） 鑼鑼嬾 轢
慧灘難懸 睡 臻 鐶 婁鱒 鼕鰯 聾 葦 鯉 羅慧1 鱒難躍 灘 韆 覊 鰻難鷲

貨物ポ ン プ 室 H ；600x600 ，V ；600× 800

備考

t
　空所 に は，コ フ ァ ダム，ボイ ドタ ン ク，交 通 用 トラ ン ク，

’ “
こ の WBT へ の 唯

一
の 通 路 に 当た る WBT も含む。

パ イ プ トン ネル 及 び 貨 物 室 以 外 の ポ ン プ 室 を含 む。

10， 鋼船規則 D 編に おけ る改正 点の 解説

（高圧燃料 油管に対する火災安全措置 関連）

1． は じめに

　1999 年 12 月 26 日規則第 59 号に よ り鋼船規則 D 編 （外

国籍船 舶 用 ）の 高圧 燃料油管 に 対 す る火 災 安 全 措 置 に 関 す

る 規定 が一一・
部改正 さ れ た。以 下，改 正 され た規 定 に つ い て

解説す る．

2．改 正 の 背景

高圧燃料油ポ ン プ と燃 料噴射装 置 の 間 の 高圧 燃 料油 管 に対

す る 火 災対策 ：

　高圧 燃 料 油 ポ ン プ と燃 料 噴 射 装置の 間の 高圧 燃料油管 に

対す る火災対策 につ い て は，デ ィ
ーゼ ル 機閉の 構造要件 と

し て D 編 2．5．4 に規 定 して い る が，D 編 2 章 の 適応 を 受 け

る デ ィ
ーゼ ル 機 関以 外 の もの に つ い て も SOLAS 条約 H同

要 件 が 必 要 との 考 えか ら，機 関に対する
．
般的な火災対策

と して D 編 1 章 に規 定 した。

現 存船 に対 す る火 災対 策 ：

　 可燃 性 油 の 飛 散 防止 対策及び 高圧燃料油ポ ン プ と燃料噴

射 装 置 の 問 の 高 圧 燃 料 油 管 に 対 す る 火 災 対 策 に つ い て

SOLAS 条約 II−2 章 Reg，15，12 に 規定 され て い る こ とか ら，

同規定 を D 編 1章 に 規定 し た。

3，改正 の概要

3．1D 編 1章 通則

1．3．4　火 災対策

　一3．と して 高圧 燃料油ポ ン プ と燃 料噴射装 置 の 問 の 高 圧 燃

料油管 に 対す る次の 火災対 策 を規定 した。

（a） 高圧 燃料油ポ ン プ と燃 料噴射 装 置 の 問 の 高 圧 燃 料
・
油

　　 管の 損傷 に よ る漏油 を保 持 す る 管 被 覆 装置 の 備 え付

　　 け。

（b） 前（a）に 規 定 す る管 被覆 装置 は，高圧 燃料油管の 外側

　　 に 恒久 的 に 取 り付 けた もの で あ り ， 漏 油 を収集 し，

　　 高圧 燃 料 油 管 の 損傷 を知 ら せ る 警報を 発 す る もの と

　　　し て い る。な お，対象 とな る高圧燃料油管 は外部取

　　 付 物 に 限 る と して お り，当該管 が デ ィ
ーゼ ル 機 関 の

　　 外部 に 取 り付 け ら れ た もの で は な く，万
一

の 損傷の

　　 際 に 漏 油 が 当該機関の 外部 に 漏れ 出さない よ うな 構

　　 造 を 有 す る デ ィ
ーゼ ル 機関 に つ い て は ，管被覆 装 鴛

　　 を義務づ け な い こ と と し て い る。さ らに，「火 災 の 危

　　 険性 が 十分低 い 設計，構造 及 び 配 置 で あ る と本 会 が

　　 認め た場合を除き，．，．」 との 免 除規定 を設 けて お り，

　　 次 の す べ て を 満 た す デ ィ
ーゼ ル 機 関 に つ い て は，現

　　 段 階 に お い て 管被覆装置 の 備 え付 け を免 除 して い る。

　 （i）　 A 類機関区 域以外 に備 え付 け たデ ィ
ーゼ ル 機 関
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